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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
城
井
崇
君
提
出
北
九
州
市
に
お
け
る
洋
上
風
力
発
電
産
業
の
総
合
拠
点
化
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
西
日
本
地
域
」
に
つ
い
て
は
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
九
号
。
以
下
「
再
エ
ネ
海
域
利
用
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
に
基
づ
き

令
和
四
年
九
月
三
十
日
に
長
崎
県
西
海
市
江
島
沖
を
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域
（
以
下
「
促
進

区
域
」
と
い
う
。
）
に
指
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
引
き
続
き
、
再
エ
ネ
海
域
利
用
法
に
基
づ
き
、
御
指
摘
の
「
西
日
本
地

域
」
を
含
め
、
促
進
区
域
の
指
定
を
着
実
に
進
め
て
ま
い
り
た
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
対
策
の
た
め
の
国
内
投
資
促
進
事
業
費
補
助
金
に
採
択
さ
れ
た
事
業
（
以
下
「
補
助
対
象
事
業
」

と
い
う
。
）
の
事
業
期
間
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
十
二
月
二
日
に
「
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
対
策
の
た
め
の
国
内
投
資
促

進
事
業
費
補
助
金
実
施
要
領
」
（
令
和
二
年
五
月
一
日
経
済
産
業
大
臣
制
定
）
を
改
正
し
、
事
業
開
始
後
の
事
業
環
境
の

変
化
に
よ
っ
て
当
初
の
完
了
予
定
日
ま
で
に
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
理
由
を
確
認
で
き
た
補
助
対
象



 

２ 

 

事
業
に
つ
い
て
、
令
和
七
年
度
末
ま
で
の
期
間
を
限
度
と
し
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
で
そ
の
事
業
期
間
の
延
長
を
行

う
こ
と
を
可
能
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
北
九
州
市
の
総
合
拠
点
の
機
能
拡
充
に
資
す
る
支
援
」
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
二
年
九
月
に
北
九
州
港
を
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー
発
電
設
備
等
拠
点
港
湾
に
指
定
す
る
こ
と
で
、
同
項
に
規
定
す
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
等
取
扱
埠 ふ

頭
を

構
成
す
る
行
政
財
産
を
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
令
和
二
年
度
よ
り
同
港
の
港
湾
施
設
の
整
備

に
係
る
予
算
措
置
を
講
じ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
港
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
、
再
エ
ネ
海
域
利
用

法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
係
る
技
術
動
向
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
必
要
に
応
じ

検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

日
本
版
セ
ン
ト
ラ
ル
方
式
の
確
立
に
向
け
て
は
、
規
制
改
革
実
施
計
画
（
令
和
四
年
六
月
七
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
、

環
境
影
響
評
価
の
制
度
の
最
適
な
在
り
方
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
同
方
式
に
つ
い
て
の
検
討
の
一
環
と



 

３ 

 

し
て
、
安
定
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
の
確
立
を
図
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
に
新
た

な
業
務
を
追
加
し
、
洋
上
風
力
発
電
の
基
本
設
計
に
必
要
な
風
況
や
海
底
地
盤
等
の
調
査
の
実
施
に
係
る
支
援
を
進
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
送
電
網
強
化
」
に
係
る
支
援
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
九
州
中
国
間
」
を
含
め
、
電
力
広
域
的
運
営
推
進

機
関
が
令
和
四
年
度
を
め
ど
に
作
成
を
進
め
て
い
る
全
国
大
で
の
計
画
的
な
広
域
連
系
系
統
の
形
成
に
向
け
た
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
等
を
踏
ま
え
て
、
検
討
を
進
め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。 

六
に
つ
い
て 

 
 

風
力
発
電
の
産
業
化
を
推
進
す
る
た
め
の
人
材
育
成
に
つ
い
て
は
、
産
学
官
で
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
議
論
を
進
め
る

と
と
も
に
、
洋
上
風
力
の
事
業
開
発
を
担
う
人
材
等
の
育
成
に
向
け
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
開
発
や
訓
練
施
設
等
の
整
備
に
要

す
る
費
用
を
補
助
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

七
に
つ
い
て 



 

４ 

 

 
 

北
九
州
港
に
お
け
る
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
ポ
ー
ト
の
形
成
に
向
け
た
取
組
を
進
め
る
北
九
州
市
に
対
し
て
、
同
市
が

進
め
る
「
北
九
州
港
Ｃ
Ｎ
Ｐ
形
成
計
画
」
の
作
成
に
要
す
る
経
費
に
対
す
る
補
助
や
、
同
市
が
設
置
し
た
「
北
九
州
港
カ
ー

ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
ポ
ー
ト
（
Ｃ
Ｎ
Ｐ
）
協
議
会
」
へ
の
参
画
な
ど
を
通
じ
た
技
術
的
支
援
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
、
同
計
画
の
実
施
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
、
同
市
等
か
ら
の
要
請
に
応
じ
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 


